
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 医療機関の開設者・管理者のみなさまへ 
～ 岡山県医療勤務環境改善支援センターのご案内 

人口減少、若い世代の職業意識の変化、医療ニーズの多様化に加え、医師等の偏在などを背景として医療機関
等による医療スタッフの確保が困難な中、国民の皆様が将来にわたり質の高い医療サービスを受けるためには、
医療分野の勤務環境の改善により、医療に携わる人材の定着・育成を図ることが必要不可欠です。長時間 
労働や当直、夜勤・交代制勤務などの労務管理面のみならず、ワークライ
フバランスなどの幅広い観点を視野に入れた医療機関の勤務環境の改善
は、医療の質、医療従事者の離職防止・定着などからも喫緊の課題です。 
こうした中、今般、医療法が改正され、各医療機関が PDCA サイクルに

よる計画的な勤務環境改善に取り組む仕組み『勤務環境改善マネジメント
システム』（※裏面参照）を導入して、医療従事者の勤務環境の改善に取
り組むこととなりました。 
岡山県医師会では、医師・看護師等の医療従事者の定着促進を図り、医

療の安全を確保するため、岡山県から事業を受託し、勤務環境改善に取り
組む医療機関をサポートする岡山県医療勤務環境改善支援センターを運
営しています。 

岡山県医療勤務環境改善支援センター（公益社団法人 岡山県医師会内） 

8:30～17:00（土・日・祝日、お盆、年末年始を除く。） 

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 19番 2号 岡山県医師会館 
TEL 086-250-5111／FAX 086-251-6622 

Facebook 
https:www.facebook.com/iryoukinmu 

岡山県医師会 HP 
http:www.okayama.med.or.jp/ 

 

○ 医療勤務環境改善支援センター運営協議会の運営 
岡山県医師会、岡山県病院協会、岡山県看護協会、岡山県社会保険労務士
会、日本医業経営コンサルタント協会岡山県支部、岡山労働局、岡山県を構
成員として医療機関に対する支援等について協議しています。 

○ 医療勤務環境改善マネジメントシステムの活用促進 
◆ 集合研修・説明会・ワークショップ 
◆ 各医療機関からの個別の相談対応 
◆ 各医療機関への訪問支援 
◆ 各医療機関への個別ニーズに応じ、他の支援機関との連携支援 

○ ワンストップによる専門的・総合的な相談支援 
◆ 医業経営アドバイザーの配置 
◆ 医療労務管理アドバイザーの配置（※裏面参照） 

医療勤務環境改善支援センターの事業内容 

086-250-5111  

まずはお電話ください 

専門分野のアドバイザーが電話・訪問によりサポートいたします。 
ご相談は医業経営、労務管理に関することならどんなことでも構いません。 

厚生労働省の専用 webサイトにもいろんな情報が掲載されています。ご利用ください。 

いきサポ 検索 

https://www.facebook.com/iryoukinmu
http://www.okayama.med.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県医療勤務環境改善支援センター(分室)のご案内 

岡山県医療勤務環境改善支援センターが行う主な業務内容のうち、ワンストップによる専門的な相談支援に
おける労務管理に関する内容につきましては、厚生労働省岡山労働局から『労務管理支援事業』を受託した 
岡山県社会保険労務士会（岡山県医療勤務環境改善支援センター分室）の 

専門スタッフ医療労務管理アドバイザーが対応しています。 

 
好循環サイクルを作るには 

 何から取り組めばいいのか？ 

◆時間管理や休暇の取り方 ◆長時間労働や夜勤・交替勤務 ◆休憩時間、その他労務管理
に関する様々な内容 など 『雇用の質』を向上させる取組から始めてみませんか！ 

医療ｽﾀｯﾌ
Ｗ Ｉ Ｎ

 患者
Ｗ Ｉ Ｎ

 経営
Ｗ Ｉ Ｎ

 の好循環 

 医療勤務環境改善マネジメントシステムとは？  
◆ 医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な
勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとと
もに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資することを目的としています。 

◆ 各医療機関において、それぞれの実態に合った形で、自主的に行っていただく仕組みです。 

取組の実施 

Check 

Do 

Plan 

Act 

計画策定 

定期的な評価 

更なる改善 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 
導 入 準 備 

方針の表明 

体制の整備 

改善計画の策定 

現状の分析 

課題の抽出 

計画の策定 

医療機関の責任者や 
スタッフが集まり協議 

 

『雇用の質』の向上･･･ 

ご相談は、岡山県医療勤務環境改善支援センターの webサイトから行うか、 
こちら   に直接ご連絡ください。 

（岡山県社会保険労務士会） 

TEL 086-226-0164 
開設時間：平日 9:00-17:00（夏期、年末年始を除く） 

岡山県医療勤務環境改善支援センター(分室) 

相談は
無料！ 


